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長野県警察における公文書の管理に関する訓令（案） 
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 附 則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、長野県公文書等の管理に関する条例（令和２年長野県条例第８号。以下「管理

条例」という。）第11条第１項の規定に基づき、長野県警察（以下「県警察」という。）における

公文書の管理について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 公文書 警察職員（会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。）が職務上作成し、又は

取得した文書（図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下同じ。）であって、職員が組織的

に用いるものとして、県警察が管理しているものをいう。ただし、管理条例第２条第２項各号に

掲げるものを除く。 

⑵ 公文書ファイル等 県警察における能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資

するよう、相互に密接な関連を有する公文書を一の集合物にまとめたもの（以下「公文書ファイ

ル」という。）及び単独で管理している公文書をいう。 

⑶ 公文書ファイル管理簿 県警察における公文書ファイル等の管理を適切に行うために、公文書

ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及

び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。 

⑷ 決裁 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うこと

により、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。 

⑸ 文書管理システム 電子計算機を使用して公文書の管理に係る事務処理及び公文書に係る効率

的な情報管理を行うための情報システムであって、長野県警察が管理する長野県警察総合文書管

理システムをいう。 

⑹ 秘密文書 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号）第３条第１項に

規定する特定秘密をいう。以下この号、第27条及び別表において同じ。）以外の公表しないこと

とされている情報が記録された公文書のうち秘密保全を要する公文書（特定秘密である情報を記

録する公文書を除く。）をいう。 

   第２章 管理体制 

（総括文書管理者） 

資料１-４ 
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第３条 県警察に総括文書管理者を置き、警務部長をもって充てる。 

２ 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。 

⑴ 公文書分類表の調製に関すること。 

⑵ 公文書ファイル管理簿の調製に関すること。 

⑶ 移管・廃棄簿の調製に関すること。 

⑷ 公文書ファイル等の移管及び廃棄に係る事務の調整に関すること。 

⑸ 公文書の管理状況に係る報告に関すること。 

⑹ 公文書の管理に係る研修の実施に関すること。 

⑺ 組織の新設、改正又は廃止に伴う必要な措置の実施に関すること。 

⑻ 他の実施機関（管理条例第２条第１項に規定する実施機関をいう。別表において同じ。）との

調整に関すること。 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理に係る事務の総括に関すること。 

 （副総括文書管理者） 

第４条 県警察に副総括文書管理者を置き、広報相談課長をもって充てる。 

２ 副総括文書管理者は、前条第２項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとす

る。 

 （文書管理者） 

第５条 各所属に文書管理者を置き、所属長をもって充てる。 

２ 文書管理者は、その管理する公文書について、次に掲げる事務を行うものとする。 

⑴ 保存に関すること。 

⑵ 保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。 

⑶ 公文書ファイル管理簿への記載に関すること。 

⑷ 保存期間及び保存期間の満了する日の延長の決定に関すること。 

⑸ 移管及び廃棄に関すること。 

⑹ 移管・廃棄簿への記載に関すること。 

⑺ 管理状況の点検に関すること。 

⑻ 公文書の作成、整理その他公文書の管理に係る職員の指導に関すること。 

 （文書管理担当者） 

第６条 文書管理者は、それぞれ次に掲げる職以上の職にある所属の職員のうちから、文書管理担当

者を指名する。 

⑴ 長野県警察の組織に関する規則（昭和38年長野県公安委員会規則第２号）第２条第１項及び第

３項に規定する課、隊及び所 課長補佐、隊長補佐又は所長補佐 

⑵ 警察学校 校長補佐 

⑶ 警察署 課長 

２ 文書管理担当者は、文書管理者の命を受け、文書管理者の管理する公文書について、この訓令の

定めるところによる管理が確保されるために必要な事務を行うものとする。 

３ 文書管理者は、必要があると認めるときは、複数の文書管理担当者を指名することができる。こ

の場合において、文書管理者は、その者のうち一人を主任文書管理担当者に指名するものとする。 

４ 文書管理者は、文書管理担当者又は主任文書管理担当者を指名したときは、その職及び氏名を総

括文書管理者に報告するものとする。 

 （監査責任者） 
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第７条 県警察に監査責任者を置き、広報相談課長をもって充てる。 

２ 監査責任者は、公文書の管理の状況について監査を行うものとする。 

 （職員の責務） 

第８条 職員は、法令、管理条例、他の条例、規則その他の規程並びに総括文書管理者及び文書管理

者の指示に従い、公文書を適正に管理しなければならない。 

   第３章 公文書の作成、整理及び保存 

 （文書主義の原則） 

第９条 職員は、文書管理者の指示に従い、管理条例第４条の規定に基づき、管理条例第１条の目的

の達成に資するため、経緯も含めた決裁に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、

又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しな

ければならない。 

２ 職員は、前項に規定する文書主義の原則に基づき、打合せ等（政策の立案、事務及び事業の実施

の方針等に影響を及ぼす打合せ、会議、説明その他これらに類するものをいう。以下この項におい

て同じ。）を行ったときは、その内容を文書により記録するものとする。この場合において、別に

定める打合せ等に係る記録については、別に定める基準に従って作成しなければならない。 

３ 文書の作成に当たっては、常用漢字表（平成22年内閣告示第２号）、現代仮名遣い（昭和61年内

閣告示第１号）、送り仮名の付け方（昭和48年内閣告示第２号）、外来語の表記（平成３年内閣告

示第２号）等を参照し、分かりやすい用字用語を用い、的確かつ簡潔に記載しなければならない。 

４ 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し

職員の利用に供するものとする。 

 （起案の原則） 

第10条 事案の処理は、起案文書（事案の処理を目的として、決裁を受けるために作成する文書をい

う。以下この条において同じ。）を作成して行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限

りでない。 

⑴ 決裁に当たり、あらかじめ起案文書を作成することが困難である場合 

⑵ 処理に係る事案が軽微なものである場合 

２ 前項第１号に規定する場合にあっては、事後に当該事案の処理に係る起案文書を作成するものと

する。 

３ 起案文書の作成に当たっては、起案の趣旨、目的を十分に研究し、関係する法令等を検討して内

容の正確を期するとともに、次に定める要領により作成するものとする。 

⑴ 原則として１事案ごとに作成すること。  

⑵ 件名、起案年月日、処理案、経緯も含めた起案に至る過程その他の事項を記載すること。 

⑶ 参照を必要とする資料があるときは、当該資料又は当該資料の概要を摘記した文書を添付する

こと。 

 （公文書分類表） 

第11条 総括文書管理者は、別表に定める基準に基づき、公文書を系統的に分類し、標準的な保存期

間を設定するため、毎年度当初に公文書分類表を調製するものとする。 

２ 総括文書管理者は、公文書分類表を調製したときは、各所属に示さなければならない。 

３ 文書管理者は、所掌事務に関する公文書について、公文書分類表を改定する必要が生じたときは、

その旨を総括文書管理者に報告しなければならない。 

 （公文書の整理義務） 
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第12条 職員は、次項、次条及び第14条に定めるところにより、公文書について次に掲げる整理を行

わなければならない。 

⑴ 作成し、又は取得した公文書について、公文書分類表に従って分類し、分かりやすい名称を付

するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。 

⑵ 単独で管理することが適当な公文書を除き、相互に密接な関連を有する公文書を一の集合物に

まとめて、公文書ファイルとすること。 

⑶ 前号の公文書ファイルについて、公文書分類表に従って分類し、分かりやすい名称を付する

とともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。 

２ 前項の整理は、原則として文書管理システムを使用して行うものとする。 

 （保存期間） 

第13条 前条第１項第１号の規定による保存期間の設定については、公文書分類表に従い、原則とし

て次に掲げるいずれかの保存期間を設定するものとする。ただし、他の法令等の規定により保存期

間が設定されている場合にあっては、当該保存期間による。 

⑴ 30年 

⑵ 10年 

⑶ ５年 

⑷ ３年 

⑸ １年 

⑹ １年未満 

２ 前項の規定にかかわらず、随時、追記又は更新される台帳等の職員が業務に常時利用するものと

して継続的に保存する必要がある公文書については、保存期間を常用とする。ただし、当該公文書

が完結した場合は、完結後に前項各号に掲げるいずれかの保存期間を設定するものとする。 

３ 第11条第１項の規定による公文書分類表の調製及び前条第１項第１号の規定による保存期間の設

定においては、歴史公文書（管理条例第２条第３項に規定する歴史公文書をいう。次項において同

じ。）に該当するとされた公文書にあっては、１年以上の保存期間を設定するものとする。 

４ 第11条第１項の規定による公文書分類表の調製及び前条第１項第１号の規定による保存期間の設

定においては、歴史公文書に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、県民

に説明する責務が全うされるよう、決裁に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、

又は検証する上で必要なものは、原則として１年以上の保存期間を設定するものとする。 

５ 次に掲げる公文書の保存期間は、前２項の規定に該当するものを除き、１年未満とすることがで

きる。 

⑴ 正本又は原本が別に管理されている公文書の写し 

⑵ 定型的な連絡、日常的に行われている業務に係る連絡等を内容とする公文書 

⑶ 出版物又は公表された文書を編集した公文書 

⑷ 所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る公文書 

⑸ 明白な誤りがある公文書その他の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった公文書 

⑹ 決裁に至る過程で作成したもので、当該決裁に与える影響がないものとして、１年以上の保存

を要しないと判断される公文書 

６ 前条第１項第３号の規定による保存期間の設定は、公文書ファイルにまとめられた公文書の保存

期間と同一とする。 

 （保存期間の起算日） 
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第14条 第12条第１項第１号の保存期間の起算日は、公文書を作成し、又は取得した日（以下この条

から第16条まで及び第18条第２項において「公文書作成取得日」という。）の属する年度の翌年度

の４月１日（暦年により整理するものにあっては、公文書作成取得日の属する年の翌年の１月１日）

とする。ただし、４月１日から５月31日までの間に作成し、又は取得した前年度の会計処理に係る

公文書にあっては、当該公文書の公文書作成取得日の属する年度の４月１日とする。 

２ 第12条第１項第３号の保存期間の起算日は、公文書を公文書ファイルにまとめた日のうち最も早

い日（以下この条から第16条まで及び第18条第２項において「ファイル作成日」という。）の属す

る年度の翌年度の４月１日（暦年により整理するものにあっては、ファイル作成日の属する年の翌

年の１月１日）とする。ただし、４月１日から５月31日までの間に作成し、又は取得した前年度の

会計処理に係る公文書がまとめられた公文書ファイルにあっては、当該公文書ファイルのファイル

作成日の属する年度の４月１日とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、保存期間が１年未満に設定された公文書及び当該公文書がまとめら

れた公文書ファイルの保存期間の起算日は、公文書にあっては公文書作成取得日とし、公文書ファ

イルにあってはファイル作成日とする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前条第２項に規定する公文書及び当該公文書がまとめられた公文書

ファイルについては、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により保存期間を設定した場合に

おける保存期間の起算日は、保存期間を設定した日の属する年度の翌年度の４月１日（暦年により

整理するものにあっては、保存期間を設定した日の属する年の翌年の１月１日）とする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、次に掲げる公文書及び当該公文書がまとめられた公文書ファイルに

ついては、適用しない。ただし、第２号に規定する複数年度が５年を超える場合は、当該公文書フ

ァイル等を管理する文書管理者は、あらかじめ総括文書管理者に報告しなければならない。 

⑴ 公文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする公文書及び当該公文書がま

とめられた公文書ファイル 

⑵ 公文書作成取得日において複数年度にわたることが予定されている事業、契約等に係るもので

あって、当該複数年度の最終年度の翌年度の４月１日から起算して１年以内の日を保存期間の起

算日とすることが公文書の適切な管理に資すると文書管理者が認めた公文書及び当該公文書がま

とめられた公文書ファイル 

６ 前項各号に掲げる公文書及び当該公文書がまとめられた公文書ファイルの保存期間の起算日は、

同項第１号に掲げるものにあっては当該事由が確定した日の属する年度の翌年度の４月１日（暦年

により整理するものにあっては、当該事由が確定した日の属する年の翌年の１月１日）とし、同項

第２号に掲げるものにあっては当該事業、契約等が終了した日の属する年度の翌年度の４月１日

（暦年により整理するものにあっては、当該事業、契約等が終了した日の属する年の翌年の１月１

日）とする。 

（保存方法等） 

第15条 文書管理者は、公文書ファイル等について、その保存期間の満了する日までの間、適切に保

存しなければならない。ただし、他の文書管理者に引き継いだ場合は、この限りでない。 

２ 文書管理者は、管理する公文書ファイル等のうち紙媒体により保存する必要があるもの（以下こ

の条において「紙保存公文書」という。）は、各所属の執務室において、適当なファイリング用具

に収納し、公文書作成取得日又はファイル作成日の属する年度の翌年度の末日（暦年により整理す

る公文書ファイル等は、公文書作成取得日又はファイル作成日の属する翌年の末日）まで保存する

ものとし、その後は所属ごとに保存期間別に整理し、書庫で保存するものとする。 
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３ 前項の規定にかかわらず、日常使用する必要がある紙保存公文書その他特別な理由がある紙保存

公文書については、執務室において必要な期間保存することができるものとする。 

４ 紙保存公文書の編冊は、次に掲げるところにより行うものとする。 

⑴ 保存期間ごとに編冊すること。 

⑵ 大きさは、日本産業規格Ａ列４番以下とすること。ただし、これにより難い場合は、この限り

でない。 

⑶ 文書管理システムにより出力した表紙又は背表紙を付すること。ただし、これにより難い場合

は、次に掲げる事項を記載した表紙又は背表紙を付すること。 

  ア 所属名 

イ 作成年度又は作成年 

ウ 公文書の分類 

エ 公文書ファイル名（単独で管理する公文書にあっては、公文書名） 

オ 保存期間の満了する日 

カ 保存期間が満了したときの措置 

キ その他文書管理者が必要と認める事項 

⑷ 一冊の厚さは10センチメートル以内とし、10センチメートルを超えるものは適宜分冊すること。 

５ 文書管理システム又は文書管理システム以外の公文書の管理を適正に行うことができる情報シス

テム（以下この項において「その他の業務システム」という。）により決裁を受けた公文書は、当

該公文書の決裁を受けた文書管理システム又はその他の業務システムで保存するものとする。 

６ 職員は、文書管理システムを使用せずに決裁を受けた公文書について、当該公文書（当該公文書

を公文書ファイルにまとめる場合にあっては、当該公文書ファイル）に関する情報を文書管理シス

テムに登録するものとする。ただし、文書管理システムに登録されている公文書ファイルにまとめ

る公文書については、この限りでない。 

７ 前項の規定により文書管理システムに登録する情報は、別に定める。 

   第４章 公文書ファイル管理簿 

 （公文書ファイル管理簿の記載事項） 

第16条 管理条例第７条第１項の規定により公文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、

次に掲げる事項とする。 

⑴ 分類 

⑵ 名称 

⑶ 保存期間 

⑷ 保存期間の満了する日 

⑸ 保存期間が満了したときの措置 

⑹ 保存場所 

⑺ ファイル作成日（単独で管理している公文書にあっては、公文書作成取得日。次号及び第18条

第２項において同じ。）の属する年度（暦年により整理するものにあっては、年） 

⑻ ファイル作成日における所属 

⑼ 媒体の種別 

⑽ 保存期間及び保存期間の満了する日を延長した場合には、その理由 

⑾ 公文書ファイル等を管理する所属 

（公文書ファイル管理簿の調製及び公表） 
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第17条 総括文書管理者は、文書管理システムをもって公文書ファイル管理簿を調製するものとする。 

２ 公文書ファイル管理簿は、広報相談課に備え、一般の閲覧に供するとともに、長野県警察ホーム

ページで公表しなければならない。 

（公文書ファイル管理簿への記載） 

第18条 文書管理者は、少なくとも毎年度１回、管理する公文書ファイル等（保存期間が１年以上の

ものに限る。）の現況について、第16条各号に掲げる事項を公文書ファイル管理簿に記載しなけれ

ばならない。 

２ 第14条第５項各号に規定する公文書ファイル等については、ファイル作成日の属する年度の末日

までに公文書ファイル管理簿に記載しなければならない。 

３ 前２項の記載に当たっては、長野県情報公開条例（平成12年長野県条例第37号）第７条各号に規

定する非公開情報に該当する場合には、当該非公開情報を明示しないようにしなければならない。 

４ 文書管理者は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、知事に移管し、又は廃棄した場

合は、当該公文書ファイル等に関する公文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、

移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。 

５ 文書管理者は、第１項、第２項及び前項の規定による処理を行うときは、あらかじめ総括文書管

理者に報告するものとする。 

   第５章 移管、廃棄又は保存期間の延長 

 （保存期間が満了したときの措置） 

第19条 文書管理者は、公文書ファイル等について、別表に定める基準に基づき、管理条例第５条第

５項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。 

２ 前条第１項の公文書ファイル等（次項において単に「公文書ファイル等」という。）については、

公文書ファイル管理簿への記載により、前項の措置を定めるものとする。 

３ 管理条例第５条第５項ただし書の規定により第１項の措置を定める公文書ファイル等については、

総括文書管理者に報告した上で、公文書ファイル管理簿への記載により、同項の措置を定めるもの

とする。 

 （移管又は廃棄） 

第20条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した公文書ファイル等につい

て、前条の規定による定めに基づき、知事に移管し、又は廃棄しなければならない。 

２ 文書管理者は、前項の規定により、保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄しようとすると

きは、当該公文書ファイル等を廃棄することが適当かどうかについての意見を付し、あらかじめ総

括文書管理者を通じ、知事に報告するものとする。 

３ 総括文書管理者は、管理条例第８条第４項の規定により通知された意見が公文書ファイル等を廃

棄することが適当でない旨であったときは、当該公文書ファイル等を移管する場合を除き、新たに

保存期間及び保存期間の満了する日を設定するよう文書管理者に指示するものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、文書管理者は、保存期間が１年未満の公文書ファイル等を、保存期

間の満了後、速やかに廃棄するものとする。 

５ 文書管理者は、第１項の規定により移管する公文書ファイル等について、管理条例第14条第１項

第１号に掲げる場合に該当するものとして知事において利用の制限を行うことが適切であると認め

る場合には、総括文書管理者を通じ、知事に意見を提出しなければならない。この場合において、

利用の制限を行うべき箇所及びその理由について、具体的に記載するものとする。 

 （廃棄の方法等） 
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第21条 公文書ファイル等の廃棄は、焼却、細断、溶解又は消去によるものとする。ただし、これに

より難い場合は、公文書ファイル等の内容及び記録媒体に応じて、文書管理者が適当と認める方法

により廃棄するものとする。 

２ 文書管理者は、公文書ファイル等を廃棄するときは、情報の漏えいに留意し、廃棄の過程におい

て紛失、散逸等がないように確実に廃棄しなければならない。 

 （保存期間の延長） 

第22条 文書管理者は、管理条例第５条第４項の規定に基づき、次の各号に掲げる公文書ファイル等

について保存期間を延長する場合は、当該公文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める期間が経過する日までの間、当該公文書ファイル等を保存しなければならない。この場合にお

いて、次の各号のいずれかの区分に該当する公文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、そ

れぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。 

 ⑴ 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了する日の属する年度の末

日までの間 

 ⑵ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結

する日の属する年度の末日までの間 

 ⑶ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服

申立てに対する裁決又は決定の日の属する年度の翌年度の末日までの間 

 ⑷ 長野県情報公開条例第５条に規定する公開請求があったもの 長野県情報公開条例第11条第１

項又は第２項の決定の日の属する年度の翌年度の末日までの間 

 ⑸ 長野県個人情報保護条例（平成３年長野県条例第２号）第10条に規定する開示請求のあったも

の 長野県個人情報保護条例第16条第１項又は第２項の決定の日の属する年度の翌年度の末日ま

での間 

２ 文書管理者は、管理条例第５条第４項の規定に基づき、保存期間が満了した公文書ファイル等に

ついて、その職務の遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度において、10年を上限と

する期間を定めて保存期間を延長することができる。 

３ 文書管理者は、前２項の規定により、保存期間及び保存期間の満了する日を延長する場合は、当

該延長後の保存期間及び保存期間の満了する日並びに延長の理由を、あらかじめ副総括文書管理者

に通知するものとする。 

４ 副総括文書管理者は、前項の規定による通知が第２項に係るものである場合において、その延長

に合理的な理由がないと認めるときは、公文書ファイル等の保存期間の延長に関し、当該通知を行

った文書管理者に対して改善を求めることができる。 

５ 文書管理者は、公文書ファイル等の保存期間及び保存期間の満了する日を延長した場合は、公文

書ファイル管理簿の記載を修正しなければならない。 

第６章 点検・監査及び管理状況の報告 

 （点検・監査） 

第23条 文書管理者は、自ら管理責任を有する公文書の管理状況について、少なくとも毎年度１回、

点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。 

２ 監査責任者は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度１回、監査を行い、その結果を総

括文書管理者に報告しなければならない。 

３ 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、公文書の管理について必要な措置を講ずる

ものとする。 
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 （紛失等への対応） 

第24条 文書管理者は、公文書ファイル等の紛失又は誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文

書管理者に報告しなければならない。 

２ 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置

を講ずるものとする。 

（管理状況の報告） 

第25条 総括文書管理者は、毎年度、長野県公文書等の管理に関する条例施行規則（令和○年長野県

規則第○号。別表において「施行規則」という。）第３条各号に掲げる事項について、各所属の公

文書の管理状況を取りまとめ、知事に報告しなければならない。 

   第７章 研修 

 （研修の実施） 

第26条 総括文書管理者は、職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及

び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を毎年度１回以上実施するものとする。 

２ 文書管理者は、総括文書管理者が実施する研修に職員を積極的に参加させるものとし、職員は、

適切な時期に研修を受講するよう努めるものとする。 

第８章 公表しないこととされている情報が記録された公文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する公文書の管理） 

第27条 特定秘密である情報を記録する公文書については、この訓令に定めるもののほか、特定秘密

の保護に関する法律、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成26年政令第336号）、特定秘密の

指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成26年10月14日

閣議決定）及び長野県警察における特定秘密の保護に関する訓令（平成26年長野県警察本部訓令第

15号）に基づき管理するものとする。 

 （秘密文書管理責任者） 

第28条 各所属に秘密文書管理責任者を置き、所属長をもって充てる。 

２ 秘密文書管理責任者は、当該所属における秘密文書の管理の責に任ずる。 

 （秘密文書管理担当者） 

第29条 秘密文書管理責任者は、所属の職員のうちから、秘密文書管理担当者を指名する。この場合

において、秘密文書管理担当者の指名の基準は、第６条第１項の規定を準用する。 

２ 秘密文書管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文

書について、この訓令の定めるところによる管理が確保されるために必要な事務を行うものとする。 

３ 秘密文書管理責任者は、秘密文書管理担当者を指名したときは、その職及び氏名を総括文書管理

者に報告するものとする。 

 （秘密文書の区分） 

第30条 秘密文書の種類は、次に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。 

 ⑴ 極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある

情報を含む公文書 

 ⑵ 秘文書 秘密文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む

極秘文書以外の公文書 

 （秘密文書の指定） 

第31条 秘密文書の指定は、次の各号に掲げる秘密文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者

（以下この条及び次条において「指定権者」という。）が行う。 
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 ⑴ 極秘文書 部長以上の職にある者 

 ⑵ 秘文書 所属長以上の職にある者 

２ 秘密文書の指定は、必要最小限にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなけれ

ばならない。 

３ 指定権者は、秘密文書の指定に際し、当該秘密文書を秘密にしておく期間（以下「秘密期間」と

いう。）を定めなければならない。ただし、極秘文書の秘密期間は、５年を超えない範囲内の期間

とする。 

４ 秘密期間の起算日は、秘密文書を指定した日の属する年度の翌年度の４月１日とする。ただし、

秘密文書を指定した日から１年以内の日であって４月１日以外の日を起算日とすることが秘密文書

の適切な管理に資すると秘密文書管理責任者が認める場合にあっては、その日とする。 

５ 指定権者は、秘密文書の秘密期間が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理

を要すると認めるときは、期間を定めて、その期間を延長するものとする。ただし、極秘文書の期

間の延長は、５年を超えない範囲内の期間とする。 

６ 第３項及び前項の規定による秘密期間の設定は、当該公文書の保存期間を超えてはならない。 

７ 指定権者は、秘密文書の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、当該秘密文書を処理す

ることができる者の範囲その他その取扱いの細目について指示するものとする。 

 （秘密文書の指定の解除） 

第32条 秘密文書の指定は、秘密期間の満了により解除されるものとする。 

２ 指定権者は、秘密文書の内容が秘密を要しなくなったときは、速やかに当該秘密文書の指定を解

除するものとする。 

 （管理簿冊） 

第33条 秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊において管理する。 

 （秘密文書の表示） 

第34条 秘密文書には、秘密文書であることを明らかにするため、秘密文書と確認できる表示を付す

るものとする。 

 （秘密文書の管理状況の報告） 

第35条 秘密文書管理責任者は、自ら管理責任を有する秘密文書の管理状況について、毎年度、警察

本部長に報告するものとする。 

 （他の行政機関への秘密文書の提供） 

第36条 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管理について提供

先の行政機関と協議した上で行うものとする。 

 （秘密文書の管理に関する細目） 

第37条 この章に定めるもののほか、秘密文書の管理に関し必要な細目的事項は、別に定める。 

   第９章 補則 

 （他の行政機関から取得した公文書の管理） 

第38条 他の行政機関から取得した公文書であって、その管理についてあらかじめ提供元の行政機関

と協議を行っているものの管理については、当該協議に基づき行うものとする。 

 （細目） 

第39条 この訓令に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この訓令は、令和５年４月１日（次項及び第３項において「施行日」という。）から施行する。 

 （準備行為） 

２ 警察本部長は、この訓令の施行日前においても、この訓令に規定する事務の実施に必要な準備行

為をすることができる。 

 （経過措置） 

３ この訓令の規定は、この訓令の施行日以後に作成し、又は取得した文書について適用し、施行日

前に作成し、又は取得した文書であって、この訓令の施行日において現に管理するもの（次項にお

いて「施行日前文書」という。）については、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、第４章（第18条第２項を除く。）及び第５章の規定は施行日前文書に

ついても適用する。この場合において、第16条中「ファイル作成日」とあるのは「施行日前文書を

一の集合物にまとめた日のうち最も早い日」と、「公文書」とあるのは「施行日前文書」と、「公

文書作成取得日」とあるのは「施行日前文書を作成し、又は取得した日」と、同条及び第18条から

第22条まで中「公文書ファイル等」とあるのは「施行日前文書（施行日前文書を一の集合物にまと

めた場合にあっては、当該一の集合物）」と、第17条第１項中「文書管理システム」とあるのは

「磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含

む。）」と、第19条第１項中「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、昭和27年度までに作

成し、又は取得した施行日前文書（施行日前文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、当該一

の集合物）については、移管するものとする。」と読み替えるものとする。 
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（別表）（第11条、第19条関係） 

１ 基本的な考え方 

施行規則第２条各号のいずれかに該当する公文書は、歴史的に重要な資料に該当し、保存期間満

了後には知事に移管するものとする。 

２ 具体的な移管又は廃棄の判断基準 

個別の公文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置（移管又は廃棄）の判断については、

⑴から⑸までに沿って行うものとし、いずれかの基準において移管と判断される場合には、移管す

るものとする。 

 ⑴ 保存期間及び業務単位での保存期間が満了したときの措置 

   次の表に掲げる業務に係る公文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置については、同

表の「保存期間満了時の措置」欄に定めるとおりとする。 

  ア 例規等の制定又は改廃及びその経緯 

区分 公文書の内容又は形式の別 保存期間 保存期間満了時の措置 

例規等に関する

公文書 

ａ 条例、規則又は長野県公安委員会規則

の制定又は改廃及びその経緯に関するも

の 

30年 移管 

ｂ 長野県公安委員会規程又は訓令の制定

又は改廃及びその経緯に関するもの 

30年 移管 

ｃ 公示に関するもの及びその経緯に関す

もの 

30年 廃棄。ただし、重要な

告示の制定又は改廃及

びその経緯に関するも

のは移管とする。 

ｄ 条例、規則、長野県公安委員会規則、

長野県公安委員会規程、告示又は訓令の

解釈、運用方針等の制定又は改廃及びそ

の経緯に関するもの（ａからｃまでに掲

げるものを除く。） 

30年 廃棄。ただし、条例、

規則、長野県公安委員

会規則又は重要な長野

県公安委員会規程、告

示若しくは訓令の解

釈、運用方針等に関す

るものは移管とする。 

ｅ 警察本部長例規又は所属長例規の制定

又は改廃及びその経緯に関するもの（ｃ

に掲げるものを除く。） 

30年 廃棄 

  イ 県警察の施策の基本的な事項を定める計画又方針の策定又は改正及びその経緯 

区分 公文書の内容又は形式の別 保存期間 保存期間満了時の措置 

(ｱ) 県警察の計

画等に関する

公文書 

ａ 県警察の運営の

基本方針又は事業

に関する計画の策

定及びその経緯に

関するもの 

(a) 重要なもの 30年 移管 

(b) 一般的なもの 10年 廃棄 

ｂ 県警察の運営の (a) 重要なもの 30年 移管 
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 基本方針又は事業

に関する計画の進

行管理又は評価に

関するもの 

(b) 一般的なもの 10年 廃棄 

(ｲ) 組織の新設

又は改廃に関

する公文書 

組織の新設又は改廃及びその経緯に関する

もの 

30年 移管。ただし、軽易な

ものは廃棄とする。 

(ｳ) 長野県議会

及び主要会議

等に関する公

文書 

ａ 長野県議会に提出する議案及び議決の

結果に関するもの 

30年 移管 

ｂ 県警察の主要な会議等における決定及

びその経緯に関するもの 

10年 廃棄。ただし、県警察

の主要な施策に関する

ものは移管とする。 

ｃ 県警察の会議等に関するもの（ｂに掲

げるものを除く。） 

１年 廃棄 

  ウ 複数の機関による申合せ及びその経緯 

区分 公文書の内容又は形式の別 保存期間 保存期間満了時の措置 

(ｱ) 複数の実施

機関による申

合せに関する 

 公文書 

複数の実施機関による申合せ及びその経緯

に関するもの 

10年 移管。ただし軽易な内

容のものは廃棄とす

る。 

(ｲ) 民間企業と

の協定等に関

する公文書 

民間企業との協定等の締結及びその経緯に

関するもの 

特定日（第

14条第６項

に規定する

日をいう。

以下別表に

お い て 同

じ。）以後

５年 

廃棄。ただし、県行政

又は県民生活に顕著な

効果又は影響を与えた

協定等に関するものは

移管とする。 

  エ 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 

区分 公文書の内容又は形式の別 保存期間 保存期間満了時の措置 

(ｱ) 審査基準、

処分基準、行

政指導指針等

に関する公文

書 

審査基準、処分基準、行政指導指針又は標

準処理期間の策定及びその経緯に関するも

の 

10年 移管 

(ｲ) 許認可等の

行政処分に関

する公文書 

許認可等の行政処分

及びその経緯に関す

るもの 

(a) 特に重要なも 

 の 

30年 廃棄。ただし、次のも

のは移管とする。 

① 許認可等の経緯に

関するもので、県民

生活に大きな影響を 

(b) 重要なもの 10年 



 14 / 20 

 

    及ぼす可能性のある

ものは移管とする。 

② 公益法人等に係る

重要な内容に関する

もの 

(c) 一般的なもの ５年 廃棄 

(d) その他 ３年 

(e) その他のうち

軽易なもの 

１年 

(ｳ) 不利益処分

に関する公文

書 

不利益処分及びその経緯に関するもの ５年 廃棄 

(ｴ) 行政代執行

に関する公文

書 

行政代執行及びその経緯に関するもの 30年 移管 

(ｵ) 補助金等に

関する公文書 

ａ 補助金、交付金、貸付金等の制度の創

設又は運用基準の決定及びその経緯に関

するもの 

10年 移管 

ｂ 補助金、交付

金、貸付金等の交

付決定等及びその

経緯に関するもの 

(a) 重要なもの 10年 廃棄。ただし、顕著な

効果をもたらし、又は

話題性に富んだ事業に

関するものは移管とす

る。 

(b) 一般的なもの ５年 廃棄 

( ｶ ) 不 服 申 立

て、訴訟等に

関する公文書 

ａ 不服申立てに関する裁決等及びその経

緯に関するもの 

特定日以後

10年 

廃棄。ただし、法令又

は条例の解釈、その後

の県の政策立案等に大

きな影響を与えた事件

に関するものは移管と

する。 

ｂ 訴訟等の判決等及びその経緯に関する

もの 

特定日以後

10年 

廃棄。ただし、法令又

は条例の解釈、その後

の県の政策立案等に大

きな影響を与えた事件

に関するものは移管と

する。 

(ｷ) 行政上の指

導、勧告及び

助言に関する 

公文書 

行政上の指導、勧告及び助言に関するもの ５年 廃棄 
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  オ 職員の人事に関する事項 

区分 公文書の内容又は形式の別 保存期間 保存期間満了時の措置 

職員の人事若し

くは育成又は各

種委員の人事に

関する公文書 

ａ 職員の人事（任免（会計年度任用職員

に関するものを除く。）、分限、懲戒及

び異動及びその経緯に関するもの（警務

課及び監察課の所掌に限る。） 

30年 廃棄 

ｂ 職員の人事に関するもの（ａに掲げる

ものを除く。） 

３年 廃棄 

ｃ 職員の給与及び勤務時間のうち、事務

執行上の基本となるもの（警務課の所掌

に限る。） 

10年 移管 

ｄ 職員の給与及び旅費に関するもの ５年 廃棄 

ｅ 会計年度任用職員の任免に関するもの ５年 廃棄 

ｆ 各種委員の任免に関するもの ５年 廃棄 

ｇ 職員の履歴に関するもの 30年 廃棄 

ｈ 職員の出張、特殊勤務、時間外勤務等

の命令に関するもの 

５年 廃棄 

ｉ 職員の研修に関するもの １年 廃棄 

ｊ 職員の服務又は

福利厚生に関する

もの 

(a) 重要なもの ５年 廃棄 

(b) 一般的なもの ３年 

(c) 軽易なもの １年 

ｋ 公務災害に関す

るもの 

(a) 重要なもの 10年 廃棄 

(b) 一般的なもの ５年 

  カ その他の事項 

区分 公文書の内容又は形式の別 保存期間 保存期間満了時の措置 

( ｱ ) 予 算 、 決

算、財政状況

等に関する公

文書 

ａ 予算編成又は決

算及びその経緯に

関するもの 

(a) 警察本部会計

課で保存するも

の 

10年 廃棄。ただし、次のも

のは移管とする。 

① 予算編成方針又は

予算執行方針に関す

るもの 

② 予算編成又は決算

に係る重要な経緯に

関するもの 

(b) その他 ５年 廃棄。ただし、予算編

成又は決算に係る重要

な経緯に関するものは

移管とする。 

ｂ 収入又は支出に関するもの ５年 廃棄 

ｃ 監査又は検査に関するもの ５年 廃棄 

ｄ 財政に関するも (a) 重要なもの 10年 移管 
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 の（ａからｃまで

に掲げるものを除

く。） 

(b) 一般的なもの ５年 廃棄 

(ｲ) 公共事業の

実施に関する

公文書 

 

公共事業に係る計

画、調査、設計、工

事等の実施及びその

経緯に関するもの 

(a) 重要なもの 30年 廃棄。ただし、顕著な

効果をもたらし、又は

話題性に富んだ事業に

関するもので、次のよ

うなものは移管とす

る。 

① 基本構想（調査設

計を含む。）、基本

計画及び実施計画等

に関するもの。 

② 事業の実施に関す

る各種調査（地質、

電波障害、日照等の

調査）の結果に関す

るもの 

③ 事業の実施に当た

り必要となった各種

許認可手続に関する

もの 

④ 事業の実施に関す

る住民説明会等の記

録に関するもの 

⑤ 事業の評価に関す

るもの 

⑥ その他重要な経緯

に関するもの 

(b) 一般的もの ５年 廃棄 

(ｳ) 公有財産等

の取得、管理

等に関する公

文書 

ａ 県警察が管理す

る国有財産及び国

有物品の管理に関

するもの（警察本

部会計課の所掌に

限る。） 

(a) 重要なもの 30年 廃棄 

 (b) 一般的なもの 10年 

(c) 軽易なもの ５年 

ｂ 県有財産の取得

又は処分並びにそ

の経緯に関するも

の 

(a) 特に重要なも

の 

30年 移管 

(b) 重要なもの 10年 廃棄 

(c) 一般的なもの ５年 
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 ｃ 県有財産の管理

に関するもの 

(a) 重要なもの 30年 廃棄 

(b) 一般的なもの 10年 

(c) 軽易なもの ５年 

( ｴ ) 叙 位 、 叙

勲、褒章、表

彰等に関する

公文書 

ａ 叙位、叙勲又は褒章の候補者の選考及

びその経緯に関するもの（監察課の所掌

に限る。） 

30年 移管 

ｂ 表彰に関するも

の 

(a) 重要なもの 10年 廃棄。ただし、顕著な

効果をもたらし、又は

話題性に富んだ業績に

関するものは移管とす

る。 

(b) 一般的なもの ５年 廃棄 

(ｵ) 調査、統計

又は研究に関

する公文書 

ａ 県民の意識調査

等に関するもの 

(a) 重要なもの 10年 廃棄。ただし、県民の

意識等が分かる報告に

関するものは移管とす

る。 

(b) 一般的なもの ５年 廃棄 

(c) 軽易なもの ３年 

ｂ 調査、統計又は

研究に関するもの 

(a) 特に重要なも

の 

30年 廃棄。ただし、調査、

統計又は研究の結果報

告に関するものは移管

とする。 

(b) 重要なもの 10年 

(c) 一般的なもの ５年 廃棄 

(d) 軽易なもの ３年 

(ｶ) 事務の引継

ぎに関する公 

 文書 

ａ 警察本部長の事務の引継ぎに関するも

の 

30年 移管 

ｂ 事務の引継ぎに関するもの（ａに掲げ 

 るものを除く。） 

３年 廃棄 

( ｷ ) 陳 情 、 請

願、要望等に

関する公文書 

ａ 陳情、請願等に

関するもの 

(a) 重要なもの ５年 廃棄。ただし、県行政

若しくは県民生活に顕

著な効果をもたらした

内容のもの又は話題性 

に富んだ内容のものは

移管とする。 

(b) 一般的なもの ３年 廃棄 

ｂ 警察に対する相談に関するもの ３年 廃棄 

(ｸ) 長野県議会

における質問

等又は審議会

等の結果等に 

ａ 長野県議会における質問又は意見及び

それに対する答弁に関するもの 

３年 廃棄 

ｂ 法律又は条例に

基づき設置された 

(a) 特に重要なも

の 

30年 移管 
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関する公文書 附属機関の審議の

経過及び結果又は

要綱等に基づき開

催された懇談会等

で述べられた意見

に関するもの 

(b) 重要なもの 10年  

(c) 一般的なもの ５年 廃棄 

( ｹ ) 政 治 、 社

会、文化又は

世相を反映し

た公文書 

ａ 県内で開催された重大な儀式、イベン

ト等に関するもの 

30年 廃棄。ただし、全国規

模のものは移管とす

る。 

ｂ 県内で発生した大規模な災害等に関す

るもの 

30年 廃棄。ただし、県民生

活に顕著な影響を与え

たものに関するものは

移管とする。 

ｃ 県内で発生した重大な事件、事故等に

関するもの 

30年 廃棄。ただし、県行政

又は県民生活に顕著な

影響を与えたものに関

するものは移管とす

る。 

ｄ 県に関連した海外、県外等に関する重

大なもの 

30年 廃棄。ただし、次のも

のは移管とする。 

① 国際交流等で、県

行政又は県民生活に

顕著な影響を与えた

ものに関するもの 

② 大規模な災害等又

は事件、事故等で、

県行政又は県民生活

に顕著な影響を与え

たものに関するもの 

(ｺ) 警察本部長

の会見に関す

る公文書 

警察本部長の会見録及び公表資料に関する

もの 

５年 移管 

(ｻ) 文書の管理

に関する公文

書 

ａ 公文書の管理等

に関するもの 

(a) 公文書ファイ

ル管理簿その他

の公文書の管理

等に関する業務

に常時利用する

ものとして継続

的に保存すべも

の 

常用 ― 
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  (b) 移管・廃棄簿 10年 移管 

(c) 管理状況の報

告に関するもの 

10年 

(d) その他 ５年 廃棄 

(e) その他のうち

軽易なもの 

１年 

ｂ 公印の管理に関

するもの 

(a) 公印の登録に

関するもの 

常用 ― 

(b) 公印の調製に

関するもの 

５年 廃棄 

(c) 公印の使用の

記録に関するも

の 

１年 

(ｼ) その他 アからオまで及びカ

の(ｱ)から(ｻ)までに

掲げる公文書以外の

もの 

(a) 30年保存の必

要があるもの 

30年又は特

定日以後30

年 

廃棄。ただし、施行規

則第２条各号のいず

れかに該当するもの

は移管とする。 (b) 10年保存の必

要があるもの 

10年又は特

定日以後10

年 

(c) ５年保存の必

要があるもの 

５年又は特

定日以後５

年 

(d) ３年保存の必

要のあるもの 

３年又は特

定日以後３

年 

(e) １年保存の必

要のあるもの 

１年又は特

定日以後１

年 

⑵ 政策単位での保存期間が満了したときの措置 

県の諸活動について、現在及び将来の県民に伝える価値の高い歴史的に重要な政策事項で、社

会的な影響が大きく、県全体として対応し、その教訓が将来に生かされるようなものとして、総

括公文書管理者が長野県公文書審議会の意見を聴取して指定するものの保存期間が満了したとき

の措置については、⑴の規定にかかわらず、移管とするものとする。 

⑶ 特定秘密である情報を記録する公文書 

  特定秘密である情報を記録する公文書については、⑴に定めるもののほか、特定秘密の保護に

関する法律、特定秘密の保護に関する法律施行令及び特定秘密の指定及びその解除並びに適性評

価の実施に関し統一的な運用を図るための基準を踏まえ、移管又は廃棄の判断を行うものとする。 

⑷ ⑴から⑶までに記載のない公文書 

  ⑴から⑶までに記載のないものに関しては、１の基本的な考え方に照らして、各所属において

個別に判断するものとする。 
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⑸ 留意事項 

ア 移管とされている公文書が含まれている公文書ファイル等は、全て移管するものとする。 

  イ 移管については、当該公文書に係る業務を主管する所属の文書管理者において行うものとし、

複数の文書管理者が同じ内容の公文書をそれぞれ管理している場合における当該公文書に係る

業務を主管する所属以外の所属の文書管理者が管理する当該公文書の保存期間が満了したとき

の措置については、⑴の規定にかかわらず、廃棄とすることができる。 


